
山
梨
県
公
報
　
　
第
八
十
五
号
　
　
令
和
二
年
四
月
二
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一
六
七

山
梨
県
公
報

第
八
十
五
号

令
和
二
年

四
月
二
日

木　曜　日

目

次

告

示

○
指
定
代
理
納
付
者
の
指
定	

一
六
七

○
附
属
機
関
の
設
置
に
関
す
る
条
例
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
附
属
機
関
の
設
置	

一
六
七

○
公
印
の
廃
止	

一
六
八

○
救
急
病
院
等
の
認
定
（
二
件
）	

一
六
八

○
家
畜
伝
染
病
の
発
生	

一
六
八

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
一
部
変
更
の
認
可
（
二
件
）	

一
六
九

○
土
地
収
用
事
業
の
認
定	

一
六
九

○
道
路
の
供
用
開
始	

一
七
〇

○
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
道
路
位
置
指
定	

一
七
〇

公

告

○
基
本
測
量
の
終
了	

一
七
〇

○
開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て	

一
七
一

告　
　
　

示

山
梨
県
告
示
第
百
四
十
一
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
一
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
指
定
代
理
納
付
者
を
指
定
し
た
。

令
和
二
年
四
月
二
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

指
定
代
理
納
付
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　

S
B
ペ
イ
メ
ン
ト
サ
ー
ビ
ス
株
式
会

社　

東
京
都
港
区
東
新
橋
一
丁
目
九
番
二
号
汐
留
住
友
ビ
ル
二
十
五
階

二　

指
定
代
理
納
付
者
に
代
理
納
付
さ
せ
る
歳
入　

寄
附
金
歳
入
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
納

付
す
る
ふ
る
さ
と
納
税
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

三　

指
定
代
理
納
付
者
が
代
理
納
付
の
対
象
と
す
る
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
種
類　

次
に
掲
げ
る
国
際

ブ
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
が
付
さ
れ
た
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド

1　

M
asterCard

2　

V
ISA

3　

JCB

4　

A
m
erican　

Express

5　

ダ
イ
ナ
ー
ス

四　

指
定
代
理
納
付
者
に
代
理
納
付
さ
せ
る
期
間　

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一

日
ま
で

山
梨
県
告
示
第
百
四
十
二
号

附
属
機
関
の
設
置
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
六
十
年
山
梨
県
条
例
第
三
号
）
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
、
附
属
機
関
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
四
月
二
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

附
属
機
関

担
任
事
務

委
員
の
定
数

委
員
の
要
件

委
員
の
任
期

所
管
課

山
梨
県
地
域

活
性
化
協
働

事
業
費
補
助

金
選
考
委
員

会

山
梨
県
地
域
活
性
化

協
働
事
業
費
補
助
金

の
交
付
を
適
正
か
つ

効
率
的
に
行
う
た
め

の
補
助
事
業
の
選
考

等
に
関
す
る
事
務

五
人

一　

学
識
経

　

験
の
あ
る

　

者
二　

経
済
団

　

体
の
役
職

　

員
三　

非
営
利

　

活
動
団
体

　

を
支
援
す

　

る
組
織
の

　

役
職
員

四　

県
の
職

　

員
五　

優
れ
た

　

識
見
を
有

　

す
る
者
そ

　

の
他
県
が

　

必
要
と
認

　

め
る
者

令
和
二
年
四

月
二
十
四
日

か
ら
令
和
三

年
三
月
三
十

一
日
ま
で

県
民
生
活

部
県
民
安

全
協
働
課

や
ま
な
し
地

域
活
性
化
雇

用
創
造
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
推

進
協
議
会

や
ま
な
し
地
域
活
性

化
雇
用
創
造
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
の
適
切
か
つ

効
果
的
な
実
施
に
関

し
必
要
な
助
言
・
審

査
等
に
関
す
る
事
務

二
十
人
以
内

一　

学
識
経

　

験
の
あ
る

　

者
二　

経
済
団

　

体
等
の
役

　

職
員

三　

労
働
者

　

団
体
の
役

　

職
員

四　

金
融
機

　

関
の
役
職

　

員
五　

関
係
行

　

政
機
関
の

　

職
員

六　

そ
の
他

　

知
事
が
必

　

要
と
認
め

　

る
者

令
和
二
年
四

月
十
五
日
か

ら
令
和
三
年

三
月
三
十
一

日
ま
で

産
業
労
働

部
産
業
政

策
課



山
梨
県
公
報
　
　
第
八
十
五
号
　
　
令
和
二
年
四
月
二
日

一
六
八

一　

救
急
病
院
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

所
在
地

山
梨
市
立
牧
丘
病
院

山
梨
市
牧
丘
町
窪
平
三
百
二
番
地
二

二　

認
定
期
限　

令
和
五
年
三
月
二
十
一
日

山
梨
県
告
示
第
百
四
十
五
号

　

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
病
院
を
救
急
病
院
と
し
て
認
定
し
た
。

　
　

令
和
二
年
四
月
二
日

	

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

救
急
病
院
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

所
在
地

独
立
行
政
法
人
地
域
医
療
機
能
推
進
機
構
山
梨
病
院

甲
府
市
朝
日
三
丁
目
十
一
番
十
六
号

峡
南
医
療
セ
ン
タ
ー
企
業
団
市
川
三
郷
病
院

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
市
川
大
門
四
百
二

十
八
番
地
一

峡
南
医
療
セ
ン
タ
ー
企
業
団
富
士
川
病
院

南
巨
摩
郡
富
士
川
町
鰍
沢
三
百
四
十
番
地

一

二　

認
定
期
限　

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
告
示
第
百
四
十
六
号

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
家
畜
伝
染
病
の
発
生
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
二
年
四
月
二
日

	
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

家
畜
伝
染

病
の
種
類

家
畜
の

種
類

患
畜
又
は
疑
似

患
畜
の
区
分

発
生

頭
数

発　

生　

場　

所

発　

生　

年　

月　

日

ヨ
ー
ネ
病

牛

患
畜

一

北
杜
市

令
和
二
年
三
月
二
十
五
日

山
梨
県
告
示
第
百
四
十
三
号

山
梨
県
公
印
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
九
号
）
に
基
づ
き
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
局
用
及
び

中
北
保
健
福
祉
事
務
所
用
の
山
梨
県
知
事
印
並
び
に
中
北
保
健
福
祉
事
務
所
用
の
山
梨
県
知
事
職
務
代

理
者
印
並
び
に
中
北
保
健
福
祉
事
務
所
用
の
山
梨
県
印
を
令
和
二
年
四
月
一
日
付
け
で
廃
止
し
た
。

令
和
二
年
四
月
二
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

山
梨
県
告
示
第
百
四
十
四
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
病
院
を
救
急
病
院
と
し
て
認
定
し
た
。

令
和
二
年
四
月
二
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

附
属
機
関

担
任
事
務

委
員
の
定
数

委
員
の
要
件

委
員
の
任
期

所
管
課

山
梨
県
地
域

活
性
化
協
働

事
業
費
補
助

金
選
考
委
員

会

山
梨
県
地
域
活
性
化

協
働
事
業
費
補
助
金

の
交
付
を
適
正
か
つ

効
率
的
に
行
う
た
め

の
補
助
事
業
の
選
考

等
に
関
す
る
事
務

五
人

一　

学
識
経

　

験
の
あ
る

　

者
二　

経
済
団

　

体
の
役
職

　

員
三　

非
営
利

　

活
動
団
体

　

を
支
援
す

　

る
組
織
の

　

役
職
員

四　

県
の
職

　

員
五　

優
れ
た

　

識
見
を
有

　

す
る
者
そ

　

の
他
県
が

　

必
要
と
認

　

め
る
者

令
和
二
年
四

月
二
十
四
日

か
ら
令
和
三

年
三
月
三
十

一
日
ま
で

県
民
生
活

部
県
民
安

全
協
働
課

や
ま
な
し
地

域
活
性
化
雇

用
創
造
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
推

進
協
議
会

や
ま
な
し
地
域
活
性

化
雇
用
創
造
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
の
適
切
か
つ

効
果
的
な
実
施
に
関

し
必
要
な
助
言
・
審

査
等
に
関
す
る
事
務

二
十
人
以
内

一　

学
識
経

　

験
の
あ
る

　

者
二　

経
済
団

　

体
等
の
役

　

職
員

三　

労
働
者

　

団
体
の
役

　

職
員

四　

金
融
機

　

関
の
役
職

　

員
五　

関
係
行

　

政
機
関
の

　

職
員

六　

そ
の
他

　

知
事
が
必

　

要
と
認
め

　

る
者

令
和
二
年
四

月
十
五
日
か

ら
令
和
三
年

三
月
三
十
一

日
ま
で

産
業
労
働

部
産
業
政

策
課



山
梨
県
公
報
　
　
第
八
十
五
号
　
　
令
和
二
年
四
月
二
日

一
六
九

広
場
、
運
動
場
、
墓
地
、
市
場
そ
の
他
公
共
の
用
に
供
す
る
施
設
」
に
関
す
る
事
業
に
該
当
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

2　

法
第
二
十
条
第
二
号
要
件

起
業
者
は
、
こ
れ
ま
で
、
本
件
事
業
の
実
施
に
あ
た
り
、
必
要
な
経
費
に
つ
い
て
予
算
措
置
を

講
じ
て
い
る
。
ま
た
、
令
和
二
年
度
に
つ
い
て
も
同
様
に
予
算
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

本
件
事
業
を
遂
行
す
る
充
分
な
意
思
と
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

3　

法
第
二
十
条
第
三
号
要
件

㈠　

本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益

　

本
件
施
設
は
、
南
ア
ル
プ
ス
市
南
東
部
に
お
け
る
唯
一
の
総
合
グ
ラ
ウ
ン
ド
と
し
て
設
置
さ

れ
、
平
成
三
十
年
度
に
お
い
て
は
、
甲
西
中
学
校
野
球
部
等
野
球
関
連
の
団
体
に
よ
り
利
用
さ

れ
た
ほ
か
、
地
域
住
民
の
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
大
会
、
甲
西
消
防
団
の
操
法
訓
練
等
に
も
利
用

さ
れ
、
年
間
を
通
じ
た
利
用
者
数
は
延
べ
約
二
万
人
で
あ
り
、
地
域
の
ス
ポ
ー
ツ
文
化
の
拠
点

等
と
し
て
の
機
能
を
担
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
今
回
、
リ
ニ
ア
中
央
新
幹
線
線
路
用
地
と
し
て
本
件
施
設
が
一
部
支
障
と
な
り
、

従
来
の
使
用
形
態
を
維
持
す
る
こ
と
が
不
可
能
と
な
っ
た
。

　

本
件
事
業
は
、
こ
れ
ら
の
状
況
に
対
応
す
る
た
め
に
、
本
件
施
設
を
移
転
し
、
及
び
整
備
す

る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
地
域
住
民
や
各
種
団
体
の
交
流
の
促
進
等
が
期
待
さ
れ
る
こ
と

か
ら
、
本
件
事
業
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
は
、
大
き
い
と
認
め
ら
れ
る
。

㈡　

本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
失
わ
れ
る
利
益

　

本
件
事
業
の
起
業
地
に
は
、
文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
）
に
よ

り
保
護
の
た
め
特
別
な
措
置
を
講
ず
べ
き
文
化
財
及
び
山
梨
県
希
少
野
生
動
植
物
種
の
保
護
に

関
す
る
条
例
（
平
成
十
九
年
山
梨
県
条
例
第
三
十
四
号
）
に
よ
り
保
護
の
た
め
特
別
な
措
置
を

講
ず
べ
き
動
植
物
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。

　

ま
た
、
起
業
者
は
、
工
事
期
間
中
に
お
け
る
騒
音
に
つ
い
て
は
低
騒
音
型
重
機
の
使
用
等
に

よ
り
、
工
事
車
両
に
つ
い
て
は
危
険
個
所
に
交
通
誘
導
員
を
配
置
し
安
全
対
策
を
図
る
こ
と
等

に
よ
り
、
周
辺
住
民
に
配
慮
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
失
わ
れ
る
利
益
は
軽
微
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

㈢　

代
替
案
と
の
比
較

　

本
件
事
業
の
施
行
位
置
に
つ
い
て
、
学
童
用
軟
式
野
球
場
二
面
を
確
保
で
き
る
こ
と
、
隣
接

地
に
お
い
て
駐
車
場
を
確
保
で
き
る
こ
と
、
リ
ニ
ア
中
央
新
幹
線
整
備
計
画
の
進
捗
と
の
関
係

か
ら
支
障
と
な
る
建
物
等
が
少
な
く
短
期
間
に
整
備
が
完
了
で
き
る
こ
と
、
地
域
住
民
の
利
便

性
を
引
き
続
き
確
保
で
き
る
こ
と
等
社
会
的
、
技
術
的
及
び
経
済
的
な
要
件
を
考
慮
し
て
選
定

さ
れ
た
四
案
を
比
較
検
討
し
た
結
果
、
本
件
事
業
の
起
業
地
が
、
こ
れ
ら
の
要
件
を
満
た
す
最

山
梨
県
告
示
第
百
四
十
七
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
二

年
三
月
二
十
四
日
南
ア
ル
プ
ス
土
地
改
良
区
の
定
款
の
一
部
変
更
を
認
可
し
た
。

令
和
二
年
四
月
二
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

山
梨
県
告
示
第
百
四
十
八
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
二

年
三
月
二
十
四
日
富
士
見
土
地
改
良
区
の
定
款
の
一
部
変
更
を
認
可
し
た
。

令
和
二
年
四
月
二
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

山
梨
県
告
示
第
百
四
十
九
号

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
土
地
収
用
事
業
の
認
定
を
し
た
。

令
和
二
年
四
月
二
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

起
業
者
の
名
称　

南
ア
ル
プ
ス
市

二　

事
業
の
種
類　

南
ア
ル
プ
ス
市
甲
西
市
民
総
合
グ
ラ
ウ
ン
ド
移
転
整
備
事
業
及
び
こ
れ
に
伴
う
市

道
・
用
排
水
路
付
替
工
事

三　

起
業
地

1　

収
用
の
部
分　

山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
宮
沢
字
東
宮
沢
及
び
字
西
宮
沢
地
内

2　

使
用
の
部
分　

な
し

四　

事
業
を
認
定
し
た
理
由

1　

法
第
二
十
条
第
一
号
要
件

南
ア
ル
プ
ス
市
甲
西
市
民
総
合
グ
ラ
ウ
ン
ド
移
転
整
備
事
業
及
び
こ
れ
に
伴
う
市
道
・
用
排
水

路
付
替
工
事
（
以
下
「
本
件
事
業
」
と
い
う
。
）
は
、
南
ア
ル
プ
ス
市
（
以
下
「
起
業
者
」
と
い

う
。
）
が
、
リ
ニ
ア
中
央
新
幹
線
の
線
路
用
地
と
し
て
一
部
支
障
と
な
る
南
ア
ル
プ
ス
市
甲
西
市

民
総
合
グ
ラ
ウ
ン
ド
（
以
下
「
本
件
施
設
」
と
い
う
。
）
を
移
転
し
、
及
び
整
備
す
る
事
業
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
法
第
三
条
第
三
十
二
号
に
掲
げ
る
「
地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
公
園
、
緑
地
、

家
畜
伝
染

病
の
種
類

家
畜
の

種
類

患
畜
又
は
疑
似

患
畜
の
区
分

発
生

頭
数

発　

生　

場　

所

発　

生　

年　

月　

日

ヨ
ー
ネ
病

牛

患
畜

一

北
杜
市

令
和
二
年
三
月
二
十
五
日



山
梨
県
公
報
　
　
第
八
十
五
号
　
　
令
和
二
年
四
月
二
日

一
七
〇

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
・
東
部
建

設
事
務
所
（
吉
田
支
所
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
二
年
四
月
二
十
三
日
ま
で

一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
四
月
二
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

道
路
の

種
類

路
線
名

区
間

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

供
用
開
始
の

期
日

県
道

上
野
原
丹
波

山
線

上
野
原
市
棡
原
字
城
山
九
三
三
四
番

一
地
先
か
ら

上
野
原
市
棡
原
字
城
山
九
三
三
八
番

一
地
先
ま
で

　
　

九
八
・
五

令
和
二
年
四

月
二
日

山
梨
県
告
示
第
百
五
十
一
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
告
示
す
る
。
そ
の
関
係
図
書
は
、
山
梨
県
峡
東
建
設
事
務
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
四
月
二
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

指
定
の
年
月
日　

令
和
二
年
三
月
二
十
六
日

二　

指
定
道
路
の
位
置　

笛
吹
市
春
日
居
町
別
田
字
前
田
町
百
四
番
十
一

三　

指
定
道
路
の
幅
員　

最
大
八
・
三
六
メ
ー
ト
ル　

最
小
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

四　

指
定
道
路
の
延
長　

五
十
七
・
三
〇
メ
ー
ト
ル

公　
　
　

告

◉　

基
本
測
量
の
終
了

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
地
理
院
の

長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
の
実
施
を
終
わ
っ
た
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
四
月
二
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

も
適
切
な
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

㈣　

比
較
衡
量

　

㈠
で
述
べ
た
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
と
㈡
で
述
べ
た
失
わ
れ
る
利
益
を
比
較
衡
量
し
た
結
果
、

本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
が
失
わ
れ
る
利
益
に
優
越
す
る
と
認
め
ら
れ

る
と
と
も
に
、
㈢
で
述
べ
た
と
お
り
、
本
件
事
業
の
起
業
地
は
、
代
替
案
と
比
較
し
て
最
も
適

切
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
土
地
の
適
正
か
つ
合
理
的
な
利
用
に
寄
与
す
る
も
の
と
認
め

ら
れ
る
の
で
、
法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

4　

法
第
二
十
条
第
四
号
要
件

㈠　

本
件
事
業
を
早
期
に
施
行
す
る
必
要
性

　

本
件
事
業
は
、
3
㈢
で
述
べ
た
と
お
り
、
リ
ニ
ア
中
央
新
幹
線
整
備
計
画
の
進
捗
と
の
関
係

か
ら
早
期
の
施
行
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
学
童
用
軟
式
野
球
場
二
面
設
営
時
に
は
外
野
手
同
士
が
交
錯
す
る
状
況
に
あ
る
こ
と
、

大
規
模
な
催
し
物
の
開
催
時
に
は
駐
車
場
進
入
待
ち
の
車
両
が
路
上
に
滞
留
す
る
状
況
が
発
生

す
る
等
、
現
状
で
は
、
利
用
者
の
安
全
面
に
も
問
題
が
見
受
け
ら
れ
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
を
早
期
に
施
行
す
る
必
要
性
は
高
い
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

㈡　

起
業
地
の
範
囲
及
び
収
用
又
は
使
用
の
別
の
合
理
性

　

本
件
事
業
に
係
る
起
業
地
の
範
囲
は
、
本
件
施
設
の
利
用
形
態
、
利
用
者
数
等
か
ら
整
備
す

る
施
設
の
規
模
、
必
要
と
な
る
駐
車
台
数
等
を
推
計
し
、
本
件
事
業
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る

面
積
を
算
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
適
切
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
収
用
の
範
囲
は
、
全
て
本
件
事
業
の
用
に
恒
久
的
に
供
さ
れ
る
範
囲
に
と
ど
め
ら
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
収
用
又
は
使
用
の
範
囲
の
別
に
つ
い
て
も
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

㈢　

収
用
す
る
公
益
上
の
必
要
性

　

以
上
に
よ
り
、
本
件
事
業
は
、
土
地
を
収
用
す
る
公
益
上
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
の

で
、
法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

5　

結
論

1
か
ら
4
ま
で
の
と
お
り
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
各
号
の
要
件
を
全
て
充
足
す
る
と
判

断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

よ
っ
て
、
法
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
事
業
の
認
定
を
し
た
も
の
で
あ
る
。

五　

法
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
図
面
の
縦
覧
場
所　

南
ア
ル
プ
ス
市
教
育
委
員
会
生

涯
学
習
課

山
梨
県
告
示
第
百
五
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道



山
梨
県
公
報
　
　
第
八
十
五
号
　
　
令
和
二
年
四
月
二
日

一
七
一

一　

測
量
の
種
類　

基
本
測
量
（
航
空
重
力
測
量
）

二　

測
量
の
地
域　

山
梨
県
全
域

三　

測
量
の
期
間　

令
和
元
年
五
月
七
日
か
ら
令
和
二
年
三
月
十
九
日
ま
で

◉　

開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
の
協
議
に
係
る
次
の
開
発

行
為
に
関
す
る
工
事
及
び
開
発
行
為
の
う
ち
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

令
和
二
年
四
月
二
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称　

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
市
川
大
門
字
八
乙
女
千

六
百
八
十
九
番
の
五
の
一
部
、
千
七
百
三
十
三
番
の
一
、
千
七
百
三
十
三
番
の
六
の
一
部
、
千
七
百

三
十
三
番
の
二
十
一
か
ら
千
七
百
三
十
三
番
の
二
十
五
ま
で
、
千
七
百
四
十
五
番
の
四
の
一
部
、
千

七
百
四
十
五
番
の
五
の
一
部
、
千
七
百
四
十
五
番
の
六
、
千
七
百
四
十
五
番
の
七
、
千
七
百
八
十
一

番
の
一
、
千
七
百
八
十
一
番
の
十
八
の
一
部
、
千
七
百
八
十
一
番
の
十
九
か
ら
千
七
百
八
十
一
番
の

二
十
二
ま
で
、
千
七
百
八
十
七
番
の
一
及
び
千
七
百
九
十
二
番
の
二
並
び
に
字
新
町
前
千
八
百
五
十

二
番
の
三
の
一
部
、
千
八
百
五
十
二
番
の
四
の
一
部
、
千
八
百
五
十
二
番
の
五
の
一
部
、
千
八
百
五

十
二
番
の
六
の
一
部
、
千
八
百
五
十
二
番
の
十
四
の
一
部
、
千
八
百
五
十
二
番
の
十
五
、
千
八
百
五

十
二
番
の
十
七
、
千
八
百
五
十
二
番
の
十
九
及
び
千
八
百
五
十
二
番
の
二
十
七
並
び
に
道
及
び
水
の

区
域

二　

公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

公
共
施
設
の
種
類

位
置
及
び
区
域

道
路　

水
路

次
の
図
の
と
お
り

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
市
川
三
郷
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。
）

三　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号　

山
梨
県

知
事　

長
崎
幸
太
郎



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
八
十
五
号
　
　
令
和
二
年
四
月
二
日

一
七
二


